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た め の 特

す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
任 い こて
用 う と採

。 が用
） でさ
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。
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る
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職 十 そ 独 行 る

四 の 立 政 の員
条 他 行 法 はに

） 政 人つ 「
こ 法 の 任い
の 人 規 命て
条 の 程 権は
例 規 」 者任

第 （
用 十 特 休 じ
が 三 定 業 。
あ 条 地 を ）
る 方 し 及
も 第 独 て び
の 二 立 い 単
と 条 行 る 純
す か 政 期 労

第 ２（
企 は 相 者十
業 、 配 同当二
職 そ 偶 行す条
員 の 者 休る
及 月 同 業月企
び 数 行 を数業
単 ） 休 し職 （
純 」 業 た地員

第 第（ （
十 退 則 十 職
一 職 の 条 務
条 手 定 復

当 め 配 帰
職 の る 偶 後
員 取 と 者 に
の 扱 こ 同 お
退 い ろ 行 け

の 程 と 」命
施 」 、 と権
行 と 第 、者
に す 七 第が
つ る 条 六定
い 。 中 条め
て 第る 「
必 条 二規
要 例 項則
な 」 中そ
事 との 「
項 あ 条

る ら 法 間 務
。 第 人 に 職
こ 九 職 つ 員
の 条 員 い （
場 ま に て 法
合 で 対 は 第
に の す 、 五
お 規 る 給 十
い 定 規 与 七
て 中 定 を 条
、 職 の 支 に
第 員 適 給 規

労 と を 期方（
務 あ し 間公地
職 る た は務方
員 の 期 、員公
の は 間 同法営
配 、 に 条第企 偶 つ 例五業 「
者 そ い 第十等 同 の て 六五の 行 月 の 条条労 休 数 職 のの働 業 」 員 四

職 ） に 休 る
手 よ 業 号
当 り を 給
に 、 し の
関 号 た 調
す 給 職 整
る を 員 ）
条 調 が
例 整 職

す 務（
昭 る に
和 こ 復他

は る 例の
、 の 」規
企 は と程
業 あで 「
職 設 る、 員 立 の特 及 団 は定 び 体地 「
単 の 設方 純 条 立独 労 例 団

三 に 用 し 定
条 関 ） な す
及 す い る
び る 。 単
第 規 純
四 定 な
条 は 労
中 、 務

特 に「
条 定 雇
例 地 用

二関 の と の 第第係 期 す 退 一一に 間 る 職 項項関 の 。 手 にたす 給 当 規だる 与 に 定し法 ） 関 す書律 す るに第 る 現規三 条 実定条 例 に

二 と 帰
十 が し
九 で た
年 き 場
山 る 合
口 。 に
県 お
条 い
例 て
第 、
五 部立 務 」 体行 職 と の政 員 、 条法 以 同 例人 外 条 」職 の 第 と員 職 三 、に 員 号 「つ に 中 人

い つ 事「
て い 人 委

」 方 さ
と 独 れ
あ 立 る
る 行 者
の 政 で
は 法 企

人 業「
設 職 職
立 員 員
団 に 以
体 関 外

す 第 職第 る 七 務四 事 条 に号 由 第 従の に 四 事職 よ 項 す員 り の る現（
規 こ特 実 定 と定 に の を地 職 適 要

号 内
） の
第 他
六 の
条 職
の 員
四 と
第 の
一 権
項 衡
及 上

は て 事 員
第 は 委 会
一 人 員 規
条 事 会 則
の 委 規 」
特 員 則 と
定 会 」 あ
地 規 と る
方 則 あ の
独 で る は
立 、 の

の す の
条 る も
例 規 の
」 定 を
と と い
、 し う
同 て 。
条 特 以
第 定 下
四 地 同
号 方 じ

方 務 用 し独 に に な立 従 つ い行 事 い 期政 す て 間法 る は に人 こ 、 該
職 と 同 当
員 を 項 す
を 要 中 る
除 し も

び 必
第 要
七 が
条 あ
第 る
四 と
項 認
の め
規 ら
定 れ
の る「

行 企 は 第
政 業 一「
法 職 第 条
人 員 一 の
の 及 条 特
規 び の 定
程 単 特 地
で 純 定 方
定 労 地 独
め 務 方 立

中 独 。
立 ）「

人 行 に
事 政 は
委 法 、
員 人 配
会 職 偶
」 員 者
と に 同
あ 適 行

「
く な そ の
。 か の と
） つ 月 す
を た 数 る
い 期 の 。
う 間 二
。 に 分
以 つ の
下 い 一
同 て に

適 と
用 き
に は
つ 、
い 人
て 事
は 委
、 員
配 会
偶 規

四
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（
定 る
義 こ
） と

に
よ
り
、
中

第 山（
一 目 口
条 的 県

） 山 条
こ 口 例
の 県 第
条 中 二
例 小 十
は 企 六

山
平 口 一 第
成 県 て の 三
二 中 い 四 条
十 小 る 第
六 企 職 職 二
年 業 員 員 項
七 融 の 第

３ （
山

山 口 一 第
口 県 て の 三
県 地 い 四 条
地 方 る 第
方 警 職 職 一
警 察 員 員 号
察 職 の の

２ １（ （
山 施

山 口 こ 行
口 県 の 期 附
県 定 条 日
定 数 例 ） 則
数 外 は
外 職 、
職 員 公

小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
の

、 業 号
山 融
口 資
県 制
信 度
用 に
保 係
証 る
協 中
会 小

企（
以 業

月 資 配 一
十 制 偶 号
五 度 者 の
日 に 同 三

係 行 の
る 休 次
中 業 に
小 に 次
企 関 の
業 す 一
者 る 号
等 条 を

職 員 配 三
員 定 偶 の
定 数 者 次
数 条 同 に
条 例 行 次
例 の 休 の

一 業 一（
昭 部 に 号
和 改 関 を
三 正 す 加
十 ） る え
二 条 る

員 条 布
条 例 の
例 の 日

一 か（
昭 部 ら
和 改 起
二 正 算
十 ） し
四 て
年 三
山 月
口 を

促
進
を
図
り
、
も
っ
て
地
域

下 者
等「

保 の
証 事
協 業
会 の
」 再
と 生
い の
う た
。 め

の 例 加
事 え（
業 平 る
の 成 。
再 二
生 十
の 六
た 年
め 山
の 口
措 県

年 例 。
山 （
口 平
県 成
条 二
例 十
第 六
十 年
六 山
号 口
） 県

県 超
条 え
例 な
第 い
五 範
十 囲
九 内
号 に
） お
の い
一 て

経
済
の
振
興
に
資
す
る
こ
と

） の
が 措
行 置
う に
中 関
小 す
企 る
業 条
者 例
等
に

置 条
に 例
関 第
す 二
る 十
条 五
例 号
を ）
こ 第
こ 二
に 条

の 条
一 例
部 第
を 二
次 十
の 五
よ 号
う ）
に 第
改 二
正 条

部 規
を 則
次 で
の 定
よ め
う る
に 日
改 か
正 ら
す 施
る 行

を
目
的
と
す
る
。

対 山
す 口る
求 県
償 知権
の 事
放
棄
等 村
に

公 の
布 規
す 定
る に
。 よ

る
承
認
を
受
け

す の
る 規
。 定

に
よ
る
承
認
を
受
け

。 す
る
。

五

関
し 岡
必
要
な 嗣
事
項
を 政
定
め

て
配
偶
者
同
行
休
業
を
し

て
配
偶
者
同
行
休
業
を
し



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

八

前
各
号
に
掲
げ

七 六 五
き に 受
策 特 産 係 株 け
定 定 業 る 式 て
さ 債 競 事 会 策
れ 務 争 業 社 定
た 等 力 の 地 さ
事 の 強 再 域 れ

四 三 二 一
関

金 産 独 す 産
融 業 立 る 業
機 競 行 計 競
能 争 政 画 争
の 力 法 力
再 強 人 強

２ 第 （
り う 求三
、 知 。 償 う条
か ） 権 こ事
つ の とは 保（
、 以 放 を、 証
中 下 棄 定前 協
小 等 め項 会「
企 求 の たの は

第
三 二 一 二

務 条
損 」 求 中
失 と 償 小 こ
補 い 権 企 の
償 う 業 条
契 。 保 者 例
約 ） 証 等 に

る
計
画
に
準
ず
る
計
画
で
あ
っ

業 調 化 生 経 た
の 整 法 に 済 事
再 の 第 関 活 業
生 促 二 す 性 の
に 進 条 る 化 再
関 の 第 計 支 生
す た 十 画 援 に
る め 六 機 関
計 の 項 構 す
画 特 に 法 る

定 規 計（
調 定 平 画

生 化 中 化
の 法 小 法
た 第 企 （
め 百 業 平
の 三 基 成
緊 十 盤 二
急 三 整 十
措 条 備 五
置 第 機 年
に 一 構 法
関 号 の 律
す の 支 第

業 償 承 も規 、
者 権 認 の定 損
等 の ） をに 失
の 放 いよ 補
事 棄 うる 償
業 等 。承 契の 」認 約再 との の生 い申 対に う請 象資 。が とす ）

の 協 お
県 履 会 信 い
と 行 が 用 て
保 に 信 保 、
証 よ 用 証 次
協 り 保 協 の
会 取 証 会 各
と 得 協 法 号
の す 会 に（
間 る 法 昭 掲
に 中 第 和 げ
お 小 二 二 る

て
、
知
事
が
適
当
と
認
め
る

停 す 成
に る 二
関 特 十
す 定 一
る 認 年
法 証 法
律 紛 律

争 第（
平 解 六
成 決 十
十 手 三

る 出 援 九
法 資 を 十
律 を 受 八

受 け 号（
平 け て ）
成 た 策 第
十 投 定 百
年 資 さ 二
法 事 れ 十
律 業 た 七
第 有 事 条

あ なる をっ ると 行た 保認 お場 証め う合 債る とに 務と すお にき るい 係は とて る、 き、 求当 は当 償該 、

い 企 十 十 用
て 業 条 八 語
締 者 第 年 の
結 等 一 法 意
し に 項 律 義
た 対 第 第 は
契 す 一 百 、
約 る 号 九 当
で 債 に 十 該
あ 権 規 六 各
っ を 定 号 号

も
の

一 続 号
年 に ）
法 基 第
律 づ 二
第 き 十
百 策 五
五 定 条
十 さ 第
八 れ 四
号 た 項
） 事 の

百 限 業 第
三 責 の 二
十 任 再 項
二 組 生 に
号 合 に 規
） の 関 定
第 支 す す
五 援 る る
十 を 計 認
三 受 画 定
条 け 支

該 権求 あ求償 ら の償権 か 放権の じ 棄の放 め 又放棄 、 は棄等 知 不等を 事 等が承 の 価次認 承 譲のす 認

て い す ） に
、 う る 第 定
保 。 債 二 め
証 務 十 る
債 の 条 と
務 保 第 こ
の 証 四 ろ
履 を 項 に
行 し に よ
に た 規 る
よ 場 定 。

第 業 規
二 の 定
条 再 に
第 生 よ
三 に る
項 関 再
に す 生
規 る 支
定 計 援
す 画 決
る 定

第 て 援
一 策 機
項 定 関
第 さ の
二 れ 支
号 た 援
に 事 を
規 業 受
定 の け
す 再 て
る 生 策

渡各る を
号 （

こ 受 求にと け 償掲が な 権げで け のるき れ 金計る ば 額画。 な にの ら 満い な
たず い

り 合 す
保 に る
証 お 中
協 い 小
会 て 企
に 当 業
生 該 者
じ 保 等
た 証 を
損 に い
失 係 う

特 を
定 受
調 け
停 た
の 中
手 小
続 企
に 業
基 者
づ 等

特 に 定
定 関 さ
協 す れ
定 る た
銀 計 事
行 画 業
の の
支 再
援 生
を に

なれ 。
いか
額に
に基
よづ
るく
譲も
渡の
をで

あ い

に る 。
つ 債
い 務
て （
県 以
が 下
補 「
償 保
を 証
行 債

六
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会 る
重（

以 大
下 事

態「
調 に
査 係
委 る

第 ３（
二 山 構 委
条 口 前 成 員

県 二 す 会
い い 項 る 」
じ じ に 。 と
め め 定 い
の 問 め う
防 題 る 。

２ 第 山（
協 一 山 口

協 議 条 口 県
議 会 県 山 条
会 い い 口 例（
は 以 じ じ 県 第
、 下 め め い 二
山 防 問 じ 十「
口 協 止 題 め 七

山 こ
平 口 の
成 県 条
二 い 例
十 じ は
六 め 、
年 問 公
七 題 布

第 第（ （
五 委 四 報
条 任 条 告

附 ） ）
こ 知

則 の 事
条 は
例 、
に 前

員 事
会 実
」 関
と 係
い を
う 明
。 確
） に
を す
置 る
く た
。 め

止 調 も ）
等 査 の が
の 委 の 指
た 員 ほ 定
め 会 か す
の ） 、 る
対 協 い
策 議 じ
に 会 め
関 の の
す 運 防
る 営 止

県 議 対 対 問 号
教 会 策 策 題
育 」 推 協 対
委 と 進 議 策
員 い 法 会 協
会 う ） 議（
及 。 平 会
び ） 成 等
学 を 二 の
校 置 十 設
、 く 五 置
市 。 年 に

月 対 の
十 策 日
五 協 か
日 議 ら

会 施
等 行
の す
設 る
置 。
に
関
す

定 条
め 第
る 二
も 項
の の
の 規
ほ 定
か に
、 よ
こ り
の 求
条 償

の
調
査
に
関
す
る
事
務
を
行

重 に 等
要 つ （
事 い 法
項 て 第
に 必 一
つ 要 条
い な に
て 事 規
の 項 定
調 は す
査 、 る

町 法 関
の 律 す
教 第 る
育 七 条
委 十 例
員 一
会 号
、 。
児 以
童 下
相

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

例 権
の の
施 放
行 棄
に 等
関 を
し 承
必 認
要 し
な た
事 と

わ
せ
る
た
め
、
教
育
委
員
会

及 教 い
び 育 じ
審 委 め
議 員 の
並 会 防
び が 止
に 定 等
県 め を
立 る い
学 。 う
校 。

「
談 法
所 」
、 と
地 い
方 う
法 。
務 ）
局 第
、 十
県 四
警 条

。 項 き
は は
、 、
知 こ
事 れ
が を
定 県
め 議
る 会
。 に

報
の
附
属
機
関
と
し
て
、
山
口

に 以
お 下
い 同
て じ
発 。
生 ）
し に
た 関
法 係
第 す
二 る

察 第
そ 一
の 項
他 の
の 規
山 定
口 に
県 基
教 づ
育 き
委 、

山
口
県
知
事

村

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
い
じ
め
問
題

七 調
査
委
員

十 機
八 関
条 及
第 び
一 団
項 体
に を
規 も
定 っ
す て

員 山
会 口

県（
以 い
下 じ
単 め
に 問

題「
教 対
育 策

岡

嗣

政
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こ
の
条
例
は
、
公
布

山
四 第 人 口

二 事 県
附 職 条 行 人 条

員 中 政 事 例
則 の 第 の 行 第

休 八 運 政 二
業 号 営 の 十
の を 等 運 八

人 こ
平 事 の
成 行 条
二 政 例
十 の は
六 運 、
年 営 公
七 等 布

４ ３ ２
と る

前 前 検 い も
附 三 項 証 う の

項 の 委 。 に
則 に 委 員 ） 限

定 員 会 を る
め は は 置 。
る 、 、 く ）

第 ４ ３ ２（
三 山
条 口 前 前 調

県 三 項 査
法 い 項 の 委
第 じ に 委 員
二 め 定 員 会
十 調 め は は
八 査 る 、 、

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

状 第 の 営 号
況 九 状 等

号 況 の
と の 状
し 公 況
、 表 の
第 に 公
四 関 表
号 す に
か る 関
ら 条 す
第 例 る

月 の の
十 状 日
五 況 か
日 の ら

公 起
表 算
に し
関 て
す 三
る 月
条 を
例 超

も 学 委 。 に
の 識 員 つ
の 経 五 い
ほ 験 人 て
か を 以 の
、 有 内 調
検 す で 査
証 る 組 に
委 者 織 関
員 の す す
会 う る る
の ち 。 事

条 検 も 学 委
第 証 の 識 員
一 委 の 経 九
項 員 ほ 験 人
の 会 か を 以
規 ） 、 有 内
定 調 す で
に 査 る 組
よ 委 者 織
る 員 の す
調 会 う る
査 の ち 。

七 条（
号 平 例
ま 成 の
で 十 一
を 七 部
一 年 を
号 山 改
ず 口 正
つ 県 す
繰 条 る
り 例 条

の え
一 な
部 い
を 範
改 囲
正 内
す に
る お
条 い
例 て
を 教

組 か 務
織 ら を
及 、 行
び 知 わ
運 事 せ
営 が る
に 任 た
つ 命 め
い す 、
て る 知
必 。 事

の 組 か
結 織 ら
果 及 、

び 教（
法 運 育
第 営 委
三 に 員
十 つ 会
条 い が
第 て 任
一 必 命

下 第 例
げ 五
、 号
第 ）
三 の
号 一
の 部
次 を
に 次
次 の
の よ

こ 育
こ 委
に 員
公 会
布 規
す 則
る で
。 定

め
る
日

要 の
な 附
事 属
項 機
は 関
、 と
規 し
則 て
で 、
定 山
め 口

項 要 す
又 な る
は 事 。
法 項
第 は
三 、
十 教
一 育
条 委
第 員
一 会

一 う
号 に
を 改
加 正
え す
る る
。 。

山 か
ら口 施

県 行
す知 る

事 。

村

る 県
。 い

じ
め
調
査
検
証
委
員
会

項 規
の 則
規 で
定 定
に め
よ る
り 。
知
事
に
報

岡

嗣

政

（
以
下
「
検
証
委
員
会
」

告
さ
れ
た
重
大
事
態
に
係

八
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あ え
る 四
の 千
は 万

円「
百 以
分 下

七 の 中 五 ら
」 は 万 の「
と 百 円 規「
、 百 分 以 定
同 分 の 下 を
表 の 八 の 次
九 六 十 金 条

第
五 附 第 第
条 則 四 三 四
の 第 十 十 千
六 五 二 四 万

条 条 条 円
平 の 第 中 を
成 六 一 超「

第 （
一 山

第 第 条 口
二 二 県 山
十 十 山 税 口
七 四 口 賦 県
条 条 県 課 税
の 第 税 徴 賦
三 三 賦 収 課

山
口 山
県 平 口
条 成 県
例 二 税
第 十 賦
二 六 課
十 年 徴
九 七 収

の の
四 金
十 額
四 の
・ 項
〇 中
五 「
五 百
」 分
と の
、 五
前 十

百 十 」 額 第
万 九 と の 一
円 ・ あ 項 項
を 五 る 中 の
超 八 の 規「
え 」 は 百 定
千 と 分 に「
八 、 百 の よ
百 同 分 八 り
万 表 の 十 読
円 六 七 五 み
以 百 十 」 替

二 を 項 百 え
十 次 中 分 る
六 の の 金「
年 よ 第 五 額
度 う 七 」
か に 十 を
ら 改 二 「
平 め 条 百
成 る の 分
五 。 二 の
十 十 三
年 三 ・

第 項 課 条 徴
二 中 徴 例 収
項 収 の 条「
第 マ 条 一 例
一 ン 例 部 等
号 シ 改 の（
の ョ 昭 正 一
表 ン 和 ） 部
中 建 二 を

替 十 改「
超 組 五 正
え 合 年 す

号 月 条
十 例
五 等
日 の

一
部
を
改
正
す
る
条

条 」
第 と
三 あ
号 る
中 の

は「
百 「
分 百
の 分
五 の
十 四

下 九 九 と え
の 十 ・ あ て
金 五 七 る 適
額 万 九 の 用
の 円 」 は す
項 を と る「
中 超 、 百 場

え 同 分 合「
百 九 表 の を
分 百 三 八 含
の 万 百 十 む

度 第 二
ま 一 」
で 項 に
の た 改
各 だ め
年 し る
度 書 。
分 」 百の を 分個 「 の人 第

る 」 山 る
」 の 口 条
を 下 県 例

に 条「
超 例「
え 及 第
四 び 三
千 マ 十
万 ン 九
円 シ 号
以 ョ ）

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

」 十
と 九
あ ・
る 一
の 六
は 」

と「
百 、
分 同
の 表
四 四

五 円 三 四 。
十 以 十 ・ ）
七 下 万 八 の
」 の 円 九 規
と 金 を 五 定
あ 額 超 」 の
る の え と 適
の 項 六 、 用
は 中 百 同 に

九 表 つ「 「
百 百 十 百 い

四の 七 十県 十 五民 二
税 条
に の
つ 二
い 十
て 三
の 第
第 二
二 項

下 ン の
の 敷 一
」 地 部
に 売 を
改 却 次
め 組 の
、 合 よ
同 」 う
表 を に
に 加 改
次 え 正

十 千
九 万
・ 円
一 を
六 超
」 え
と る
、 金
同 額
条 の
第 項

分 分 五 九 て
の の 万 十 は
五 六 円 五 、
十 十 以 万 第
六 七 下 円 二
・ 」 の を 十
三 と 金 超 七
〇 あ 額 え 条
七 る の 三 の
」 の 項 百 三
と は 中 三 第

十 」
七 に
条 改
の め
三 る
第 。
一
項
及
び
第

の る す
よ 。 る
う 。
に
加
え
る
。

山
口
県
知
事

村

四 中
号 「
中 百

分「
百 の
分 四

九 の 十
六 五
十 」
」 と

、 十 二「 「
同 百 百 万 項
表 分 分 円 第
千 の の 以 一
八 六 七 下 号
百 十 十 の の
万 六 」 金 表
円 ・ と 額 百
を 五 あ の 九
超 一 る 項 十

二
項
並
び
に
前
条
（
こ
れ

岡

嗣

政



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

規
定
は
、
平
成
二
十

２ （
県 四 三

第 民 二 日
一 税 十 第 第
条 に 六 一 一
の 関 年 条 条
規 す 法 中 中
定 る 律 山 山
に 経 第 口 口

１ （
二 一 施

こ 行
第 第 の 期 附
一 二 条 日
条 条 例 ） 則
中 の は
山 規 、
口 定 平

第 （
項 二 山
」 第 条 口 附 附
に 県 則 則二
」 山 税 第 第条
を 口 賦 十 十の
加 県 課 九 八う
え 税 徴 条 条ち
る 賦 収 第 中附

分 六 「
の 」 百 附 と
四 に 分 則 あ
・ 、 の 第 る
三 三 七 の「
」 百 ・ 条 は
を 分 二 の 「

の 」 二 百「
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人

よ 過 八 県 県
る 措 十 税 税
改 置 号 賦 賦
正 ） ） 課 課
後 の 徴 徴
の 施 収 収
山 行 条 条
口 の 例 例
県 日 第 第
税 二 四
賦 十 十
課 四 二

県 成
税 公 二
賦 布 十
課 の 六
徴 日 年
収 十
条 月
例 一
第 日
二 か
十 ら
七 施

。 課 条 一則 「
徴 例 項 百第
収 の 中 分十
条 一 の七 「
例 部 五 五条
の を ・ ・の
一 改 八 八二
部 正 分 」の
を す の を二
改 る 〇第 「
正 条 ・ 百一
す 例 八 分

百 四 に 中 分
分 」 、 の「
の 」 平 五「
五 を 百 成 十
・ 分 二 九「
五 百 の 十 ・
」 分 二 年 三
に の ・ 十 七
改 五 九 月 」
め ・ 」 一 と
る 一 を 日 、
。 」 」 同

の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し

徴 条 条
収 第 第
条 三 一
例 項 項

の の（
以 改 改
下 正 正

規 規「
改 定 定
正
後 マ 平

条 行
の す
三 る
第 。
二 た
項 だ
第 し
一 、
号 次
の の
表 各

項
る の 」 のの
条 一 を 四改
例 部 」正 「

改 四 に規 （
平 正 分 改定 成 ） の め中 二 〇 る「 十 ・ 。譲 五 八渡 年 」」 山 に

「
」 百 を 条
に 分 第「
、 の 平 五

四 成 号「
百 ・ 二 中
分 三 十 「
の 」 六 百
五 に 年 分
・ 、 十 の
三 月 七「
」 百 一 十

、
平
成
二
十
七
年
度
分
ま
で

の ン 成
条 シ 二
例 ョ 十
」 ン 八
と の 年
い 建 四
う 替 月
。 え 一
） の 日
第 円
二 滑

及 号
び に
附 掲
則 げ
第 る
五 規
条 定
の は
六 、
の 当
改 該

に 口 改」 県 めの 条 る下 例 。に 第
三「

、 十
一「

附 号
則 ）
第 の

を 分 日 五
の 」 」「

百 二 に と
分 ・ 、 あ
の 七 る「
六 」 百 の
・ を 分 は
七 の「 「
」 百 一 百
に 分 ・ 分
、 の 五 の

の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

十 化
七 等
条 に
の 関
三 す
第 る
二 法
項 律
第 の
一 一
号 部

正 各
規 号
定 に
並 定
び め
に る
次 日
項 か
の ら
規 施
定 行

十 一
八 部
条 を
の 次
二 の
第 よ
一 う
項 に
」 改
を 正

す「

三 」 七「
百 ・ を 十
分 四 四「
の 」 百 ・
〇 に 分 六
・ 、 の 八
七 二 五「
」 百 ・ 」
を 分 二 と

の 」 す「
百 三 に る

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

及 を
び 改
附 正
則 す
第 る
五 法
条 律
の （
六 平
の 成

す
平 る
成 。
二
十
八
年
一
月
一

附 る
則 。
第
十
八
条
の
三
第
一

分 ・ 、 。
の 六 「
〇 」 百
・ を 分
九 の「
」 百 二
に 分 ・
、 の 二

四 」「
百 ・ を

一
〇



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

山
口
県

山 条
口 例
県 第
使 三
用 十
料 一

山 こ
平 口 の
成 県 条
二 使 例
十 用 は
六 料 、
年 手 公
七 数 布

山
第 過 口
五 疎 県

附 条 地 過 条
第 域 疎 例

則 三 等 地 第
号 に 域 三
中 お 等 十

け に 号「

４
過 に

平 疎 係 改
成 地 る 正
二 域 法 後
十 等 人 の
六 に の 条
年 お 事 例
七 け 業 附

３（
事 民 年 る
業 税 度 改 。
税 及 分 正
に び の 後
関 施 法 の
す 行 人 条
る 日 の 例
経 前 県 第

手 号
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

月 料 の
十 条 日
五 例 か
日 の ら

一 施
部 行
を す
改 る
正 。
す
る
条

平 る お
成 県 け
二 税 る
十 の 県
六 特 税
年 例 の
三 に 特
月 関 例
三 す に
十 る 関
一 条 す
日 例 る

月 る 税 則
十 県 に 第
五 税 つ 七
日 の い 条

特 て の
例 は 二
に 、 の
関 な 規
す お 定
る 従 は
条 前 、
例 の 施

過 に 民 三
措 開 税 十
置 始 及 四
） し び 条

た 施 並
連 行 び
結 日 に
事 以 附
業 後 則
年 に 第
度 開 十
分 始 八

る
条
例

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

」 条（
を 昭 例

和 の「
平 三 一
成 十 部
二 九 を
十 年 改
八 山 正
年 口 す
三 県 る
月 条 条

の 例 行
一 に 日
部 よ 以
を る 後
改 。 に
正 開
す 始
る す
条 る
例 事
を 業

の す 条
法 る 及
人 連 び
の 結 第
県 事 十
民 業 九
税 年 条
に 度 の
つ 分 規
い の 定
て 法 は

三 例 例
十 第
一 五
日 十
」 九
に 号
改 ）
め の
る 一
。 部

を

こ 年
こ 度
に に
公 係
布 る
す 法
る 人
。 の

事
業
税

は 人 、
、 の こ
な 県 の
お 民 条
従 税 例
前 に の
の つ 施
例 い 行
に て の
よ 適 日
る 用

山
口
県
知
事

村

次 山
の 口よ
う 県
に 知改
正 事
す
る
。 村

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

（
。 し 以

、 下
施 「
行 施
日 行
前 日
に 」
開 と
始 い
し う
た 。

一
一

岡

嗣

政

岡

嗣

政

前
に
開
始
し
た
事
業
年
度

事 ）
業 以
年 後
度 に
分 開
の 始
法 す
人 る
の 事
県 業



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
八
条
第
一
項
及

改 タ
第 第 め 第 ー 第
七 四 、 三 」 二
条 条 同 条 に 条
中 第 条 中 、 中

一 各「 「 「 「
母 項 号 山 山 母
子 、 中 口 口 子

第 （
一 山

第 題 条 口
一 名 県
条 山 を 山 母
中 口 次 口 子

県 の 県 福「
母 母 よ 母 祉
子 子 う 子 施

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 二 母
県 第 十 子
母 三 六 福
子 十 年 祉
福 二 七 施

手
こ 数 別 山
の 料 表 口
条 附 に 第 県
例 関 二 使
は 則 す の 用
、 る 五 料
公 部 の 手
布 分 項 数

び
第
四
項
、
第
九
条
第
三
項
、

福 第 県 県 福「
祉 五 母 母 母 祉
セ 条 子 子 子 施
ン 第 家 福 福 設
タ 一 庭 祉 祉 」
ー 項 及 セ セ を
」 及 び ン ン 「
を び 」 タ タ 母

第 の ー ー 子「
母 六 下 」 ・（
子 条 に 以 を 父
・ 中 下 子

及 ・ に 福 設
び 父 改 祉 条
寡 子 め 施 例
婦 福 る 設 の
福 祉 。 条 一
祉 施 例 部
法 設 改（
」 条 昭 正
を 例 和 ）

四「
母 十
子 六

祉 号 月 設
施 十 条
設 五 例
条 日 等
例 の
等 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る

の 中 運 料
日 転 条「
か 第 免 例
ら 八 許 （
施 十 試 昭
行 九 験 和
す 条 手 三
る 第 数 十
。 二 料 一

項 に 年
」 関 山
を す 口

同
条
第
四
項
第
二
号
、
同
条

「 「
父 父 山 福「 「
子 母 子 母 口 祉
福 子 家 子 県 施
祉 福 庭 福 母 設
セ 祉 並 祉 子 」
ン セ び セ ・ に
タ ン に ン 父 改
ー タ 」 タ 子 め
」 ー を ー 福 、
に 」 加 」 祉 同
、 を え を セ 条

及 年
び 山
父 口
子 県
並 条
び 例
に 第
寡 三
婦 号
福 ）
祉 の

す 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

る 県「
第 部 条
八 分 例
十 中 第
九 一「
条 第 号
第 九 ）
三 十 の
項 七 一
」 条 部
に の を

第
六
項
、
第
十
一
条
並
び
に

る ン の「 「 「
補 母 。 山 タ 表
て 子 口 ー 中
ん ・ 県 」 「
し 父 母 に 規
」 子 子 改 定
を 福 ・ め す

祉 父 る る「
補 セ 子 。 母

ン 福 子
し タ 祉 福

法 一
」 部
に を
、 次

の「
母 よ
子 う
福 に
祉 改
施 正
設 す

改 二 次
め 第 の
る 一 よ
。 項 う

第 に
三 改
号 正
」 す
の る
下 。
に

第
十
二
条
中
「
母
子
福
祉
セ

」 ー セ 祉
に 」 ン セ
改 に タ ン
め 改 ー タ
る め ー（
。 る 以 」

。 下 を
「 「
母 規
子 定
・ す

」 る
を 。
「
母
子
・
父
子
福
祉
施

山
口
県
知
事

村

「
又
は
第
五
号
」
を
加
え
、

ン
タ
ー
」
を
「
母
子
・
父

父 る
子 母
福 子
祉 ・
セ 父
ン 子
タ 福
ー 祉
」 セ
に ン

設
」
に
改
め
る
。

岡

嗣

政

同
項
運
転
免
許
技
能
検
査

一
二



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

こ 附 児
の 則 童
条 附 第 福 児
例 三 祉 童
は 則 項 施 福
、 中 設 祉
公 の 施「
布 六 設 設

山
口 児 こ
県 平 童 の
条 成 福 条
例 二 祉 例
第 十 施 は
三 六 設 、
十 年 の 平
三 七 設 成

第 （
三 本

第 条 人
附 ハ 二 確

条 本 認
則 母 第 人 情

子 十 確 報
及 四 認 の
び 号 情 利

第 （
を 二 就 子

第 次 条 学 福
三 の 前 祉
条 よ 就 の セ
第 う 学 子 ン
三 に 前 ど タ
十 改 の も ー
四 正 子 に 」

の 人 備 の
日 」 及 設
か を び 備
ら 運 及「
施 四 営 び
行 人 に 運
す 」 関 営
る に す に
。 改 る 関

め 基 す
る 準 る
。 を 基

号 月 備 二
十 及 十
五 び 六
日 運 年

営 十
に 月
関 一
す 日
る か
基 ら
準 施
を 行

父 ハ 報 用
子 を の 及
並 次 利 び
び の 用 提
に よ 及 供
寡 う び に
婦 に 提 関
福 改 供 す
祉 め に る
法 る 関 条

。 す 例（
昭 る の

号 す ど 関 に
中 る も す 改

。 に る め「
母 関 教 る
子 す 育 。
及 る 、
び 教 保
寡 育 育
婦 、 等
福 保 を
祉 育 総
法 等 合

定 準
め を
る 定
条 め
例 る

条（
平 例
成 の
二 一
十 部
四 を

定 す
め る
る 。
条
例
の
一
部
を
改
正

和 条 一
三 例 部
十 改（
九 平 正
年 成 ）
法 十
律 九
第 年
百 山
二 口
十 県

」 を 的
を 総 に

合 提「
母 的 供
子 に す
及 提 る
び 供 施
父 す 設
子 る の
並 施 認
び 設 定

年 改
山 正
口 す
県 る
条 条
例 例
第
三
号
）
の

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

九 条
号 例
） 第
第 二
十 号
三 ）
条 の
第 一
一 部
項 を
各 次

に の の
寡 認 要
婦 定 件
福 の を
祉 要 定
法 件 め
」 を る
に 定 条
、 め 例

る の「
第 条 一

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

山 る
。口

県
知
事

村

号 の
及 よ
び う
同 に
法 改
第 正
三 す
十 る
二 。
条
第

十 例 部
七 改（
条 平 正
」 成 ）
を 十

八「
第 年
六 山
条 口
第 県
六 条

一
三

る
。 岡

嗣

政

一
項
各
号
に
掲
げ
る
資
金

項 例
」 第
に 五
改 十
め 五
る 号
。 ）

の
一
部
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